
 

2010 年 10 月 5 日 

日 本 銀 行 

 

「適格担保取扱基本要領」の一部改正等について 

 

 日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、下記の諸措

置を講ずることを決定しましたので、お知らせします。 

本件は、適格担保の担保価格等に関して金融市場の情勢等を踏まえて行っ

た定例の検証の結果に基づき、本行資産の健全性および市場参加者の担保利

用の効率性を確保する観点から、適格担保の担保価格等を見直すものです。 

記 

１．「適格担保取扱基本要領」（平成 12 年 10 月 13 日決定）を別紙１のと

おり一部改正すること。 

２．「国債の条件付売買基本要領」（平成 14 年 9 月 18 日決定）を別紙２

のとおり一部改正すること。 

３．「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」（平成

16 年 4 月 9 日決定）を別紙３のとおり一部改正すること。 

４．「社債および企業に対する証書貸付債権の適格性判定等に関する特則」

（平成 20 年 12 月 2 日決定）を別紙４のとおり一部改正すること。 

５．「適格外国債券担保取扱要領」（平成 21 年 5 月 22 日決定）を別紙５

のとおり一部改正すること。 

 

以  上 

 

＜本件照会先＞ 

企 画 局 中尾根（03-3277-3768）

金 融 市 場 局 福 田（03-3277-1272）



 

「適格担保取扱基本要領」中一部改正 

 

 

○ 別表１を横線のとおり改める。 

 

 

別表１ 

 

担保の種類および担保価格 

 

１． 

１－２．  

１－３．分離元本振替国債および分離利息振替国債 

（１） 

 

（５） 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の９２９３％ 

１－４．物価連動国債 

（１）残存期間１年以内のもの 時価の９１９２％ 

（２）残存期間１年超５年以内のもの 時価の９１９２％ 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの 時価の８９９０％ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の８９９０％ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの 時価の８８８９％ 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の８７８８％ 

２． 

１０． 

１１．不動産投資法人債 

別紙１ 

略（不変） 〜 

略（不変） 〜 

略（不変） 



（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超５年以内のもの 時価の９６９７％ 

（３）略（不変） 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの 時価の８９９１％ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの 時価の８３９０％ 

（６）残存期間３０年超のもの 時価の８０８９％ 

１２． 

 

１７． 

１８．企業に対する証書貸付債権 

（１） 

（２） 

（３）残存期間３年超５年以内のもの      残存元本額の８０８５％ 

（４） 

（５） 

１９．不動産投資法人に対する証書貸付債権 

（１） 

（２） 

（３）残存期間３年超５年以内のもの 残存元本額の８０８５％ 

（４） 

（５） 

２０．政府（特別会計を含む。）に対する証書貸付

債権 

（１） 

（２） 

（３）残存期間３年超５年以内のもの      残存元本額の８５９０％ 

（４）残存期間５年超７年以内のもの      残存元本額の８０８５％ 

（５）残存期間７年超１０年以内のもの（満期が

応当月内に到来するものを含む。） 残存元本額の７５８０％ 

略（不変） 〜 

略（不変） 

略（不変） 

略（不変） 

略（不変） 

略（不変） 



２１．政府保証付証書貸付債権 

（１） 

（２） 

（３）残存期間３年超５年以内のもの      残存元本額の８５９０％ 

（４）残存期間５年超７年以内のもの      残存元本額の８０８５％ 

（５）残存期間７年超１０年以内のもの（満期が

応当月内に到来するものを含む。） 残存元本額の７５８０％ 

２２．地方公共団体に対する証書貸付債権 

（１） 

 

（３） 

（４）残存期間５年超７年以内のもの      残存元本額の８０８５％ 

（５）略（不変） 

（特則） 

 略（不変） 

（附則） 

この一部改正は、平成２２年１０月末までの総裁が別に定める日から実施

する。 

略（不変） 

略（不変） 〜 



 

「国債の条件付売買基本要領」中一部改正 

 

 

○ 別表１を横線のとおり改める。 

 

 

別表１ 

 

時価売買価格比率 

 

１．買入の場合 

（１）売買国債（変動利付国債および物価連動国債を

除く。） 

イ．残存期間１年以内のもの    １．００１１.００３ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの    １．００６１.００７ 

ハ．  

 

ホ．  

へ．残存期間３０年超のもの     １．０３６１.０２９ 

（２）変動利付国債 

イ．残存期間１年以内のもの    １．０１４１.００９ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの    １．０１９１.０１３ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの   １．０２６１.０２０ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの   １．０２６１.０２０ 

（３）物価連動国債 

イ．残存期間１年以内のもの    １．０４３１.０３９ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの    １．０４９１.０４３ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの   １．０５６１.０５１ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの   １．０６３１.０５８ 

別紙２ 

略（不変） 〜 



ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの   １．０７３１.０６８ 

へ．残存期間３０年超のもの     １．０８０１.０６８ 

 

２．売却の場合 

（１）売買国債（変動利付国債および物価連動国債を

除く。） 

イ．残存期間１年以内のもの    ０．９９９０.９９８ 

ロ．  

 

ホ．  

へ．残存期間３０年超のもの     ０．９６７０.９７２ 

（２）変動利付国債 

イ．残存期間１年以内のもの    ０．９８７０.９９２ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの    ０．９８２０.９８８ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの   ０．９７５０.９８１ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの   ０．９７５０.９８１ 

（３）物価連動国債 

イ．残存期間１年以内のもの    ０．９６００.９６４ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの    ０．９５６０.９６０ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの   ０．９４９０.９５４ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの   ０．９４４０.９４８ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの   ０．９３６０.９４０ 

へ．残存期間３０年超のもの     ０．９３１０.９４０ 

 

略（不変） 〜 



○ 別表２を横線のとおり改める。 

 

 

別表２ 

 

担保価格 

 

１．受入の場合 

（１）担保国債（変動利付国債、分離元本振替国債お

よび分離利息振替国債ならびに物価連動国債を

除く。） 

イ．残存期間１年以内のもの     時価の９９．９９９．８％ 

ロ．  

 

ホ．  

へ．残存期間３０年超のもの     時価の９６．６９７．２％ 

（２）変動利付国債 

イ．残存期間１年以内のもの     時価の９８．７９９．２％ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの     時価の９８．２９８．８％ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの    時価の９７．５９８．１％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの    時価の９７．５９８．１％ 

（３）物価連動国債 

イ．残存期間１年以内のもの     時価の９５．９９６．３％ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの     時価の９５．４９５．９％ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの    時価の９４．７９５．２％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの    時価の９４．１９４．６％ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの    時価の９３．２９３．７％ 

へ．残存期間３０年超のもの     時価の９２．６９３．７％ 

 

 

略（不変） 〜 



２．差入の場合 

（１）担保国債（変動利付国債、分離元本振替国債お

よび分離利息振替国債ならびに物価連動国債を

除く。） 

イ．残存期間１年以内のもの   時価の１００．１１００．２％ 

ロ．  

 

ホ．  

へ．残存期間３０年超のもの   時価の１０３．４１０２．８％ 

（２）変動利付国債 

イ．残存期間１年以内のもの   時価の１０１．３１００．８％ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの   時価の１０１．８１０１．２％ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの  時価の１０２．５１０１．９％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの  時価の１０２．５１０１．９％ 

（３）物価連動国債 

イ．残存期間１年以内のもの   時価の１０４．１１０３．７％ 

ロ．残存期間１年超５年以内のもの   時価の１０４．６１０４．１％ 

ハ．残存期間５年超１０年以内のもの  時価の１０５．３１０４．８％ 

ニ．残存期間１０年超２０年以内のもの  時価の１０５．９１０５．４％ 

ホ．残存期間２０年超３０年以内のもの  時価の１０６．８１０６．３％ 

へ．残存期間３０年超のもの   時価の１０７．４１０６．３％ 

（附則） 

この一部改正は、平成２２年１０月末までの総裁が別に定める日から実施

する。 

略（不変） 〜 



 

 

「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」中一部改正 

 

 

○ 別表を横線のとおり改める。 

 

 

別表 

 

時価売却価格比率 

１．利付国債（変動利付国債および物価連動国債を

除く。）および国庫短期証券 

（１）残存期間１年以内のもの    ０．９９９０．９９８ 

（２） 

 

（５） 

（６）残存期間３０年超のもの    ０．９６７０．９７２ 

２．変動利付国債 

（１）残存期間１年以内のもの    ０．９８７０．９９２ 

（２）残存期間１年超５年以内のもの   ０．９８２０．９８８ 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの   ０．９７５０．９８１ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの   ０．９７５０．９８１ 

３．物価連動国債 

（１）残存期間１年以内のもの    ０．９６００．９６４ 

（２）残存期間１年超５年以内のもの   ０．９５６０．９６０ 

（３）残存期間５年超１０年以内のもの   ０．９４９０．９５４ 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの   ０．９４４０．９４８ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの   ０．９３６０．９４０ 

（６）残存期間３０年超のもの    ０．９３１０．９４０ 

別紙３ 

略（不変） 〜 



 

（附則） 

この一部改正は、平成２２年１０月末までの総裁が別に定める日から実施

する。 



 

 

「社債および企業に対する証書貸付債権の適格性判定等に 

関する特則」中一部改正 

 

 

○ ２．を横線のとおり改める。 

２． 略（不変） 

社債                   

（１）略（不変） 

（２）残存期間１年超５年以内のもの         時価の９６９７％ 

（３）略（不変） 

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの       時価の８９９５％ 

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの       時価の８３９４％ 

（６）残存期間３０年超のもの            時価の８０９３％ 

企業に対する証書貸付債権  

（１）残存期間１年以内のもの         残存元本額の９５９３％ 

（２）残存期間１年超３年以内のもの      残存元本額の８６８２％ 

（３）残存期間３年超５年以内のもの      残存元本額の７５７０％ 

（４）残存期間５年超７年以内のもの      残存元本額の７０６０％ 

（５）残存期間７年超１０年以内のもの     残存元本額の６０５０％ 

  （満期が応当月内に到来するものを含む。）       

 

（附則） 

この一部改正は、平成２２年１０月末までの総裁が別に定める日から実施

する。 

別紙４ 



 

 

「適格外国債券担保取扱要領」中一部改正 

 

 

○ ４．（２）を横線のとおり改める。 

 

（２）「共通担保資金供給オペレーション基本要領」（平成１８年４月１

１日付政委第３１号別紙１．）８．（１）、および「米ドル資金供給

オペレーション基本要領」（平成２０年９月１８日付政委第７７号別

紙１．平成２２年５月１０日付政委第３８号別紙１．）８．（１）お

よび「企業金融支援特別オペレーション基本要領」（平成２０年１２

月１９日付政委第１２４号別紙１．）１０．（１）において、「根担

保」とあるのは、適格外国債券については、「担保」と読み替える。 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。 

 

別紙５ 


